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大
江
匡
房
と
唐
文
の
受
容

―
―

「楚
越
の
竹
」
と
い
う
語
を
め
ぐ

っ
て
―
―

一
、
は
じ
め
に

筆
者
は
以
前
、
大
江
匡
房
の
漢
文
用
語
の
特
徴
を
考
察
す
る
た
め
、
『
江

都
督
納
言
願
文
集
』
及
び
平
安
朝
漢
詩
文
に
お
け
る
上
皇
の
神
仙
表
現
を
取

上
げ
て
検
証
を
行

っ
た
。
そ
の
結
果
、
上
皇
の
神
仙
表
現
は
唐
文
に
由
来
す

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
（注
ｌ
Υ

本
稿
で
は
、
匡
房
と
唐
文
の
受
容
関

係
の
実
態
を
よ
り
詳
細
に
把
握
す
る
た
め
に
、
匡
房
が
用
い
た

「楚
越

の

竹
」
と
い
う
語
の
表
現
に
着
目
す
る
。
各
文
献
資
料

に
見
え
る

「楚
越

の

竹
」
の
用
例
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
匡
房
が
用
い
た
表
現
の
位
相
を

解
明
し
、
彼
の
漢
文
作
品
の
特
質
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

二
、
「楚
越
の
竹
」
と
い
う
語
の
両
面
性

匡
房
が
撰
し
た

『
続
本
朝
往
生
伝
』
の
中
に
、
次
の
伝
記
が
み
ら
れ
る
。

前
伊
予
守
源
頼
義
朝
臣
者
、
出
累
葉
武
勇
之
家
、　
一
生
以
殺
生
為
業
。

況
当
征
夷
之
任
、
十
余
年
来
唯
事
闘
戦
。
泉
人
首
断
物
命
、
雖
楚
越
之

李

育

ロ
ロ
ロ

■
メ

竹
、
不
可
計
尽
。
預
不
次
之
勧
賞
、
叙
正
四
位
、
伊
予
守
。
其
後
建
堂

造
仏
、
深
悔
罪
障
、
多
年
念
仏
、
遂
以
出
家
。
瞑
目
之
後
、
多
有
往
生

極
楽
之
夢
。
定
知
、
十
悪
五
逆
猶
被
許
迎
接
。
何
況
其
余
乎
。
見
此

一

両
、
太
可
懸
侍
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（第
二
十
六
話

「
源
頼
義
し

源
頼
義
が
長
年
の
征
伐
で
多
く
の
人
命
を
奪

っ
た
こ
と
を
、
「
況
や
征
夷

の
任
に
当
た
り
て
、
十
余
年
来
た
だ
闘
戦
を
事
と
せ
り
。
人
の
首
を
泉
し
物

の
命
を
断
ち
し
こ
と
」
と
表
現
し
、
頼
義
の
殺
生
の
罪
障
と
見
な
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
頼
義
は
、
罪
の
深
さ
を
懺
悔
し
仏
堂

・
仏
像
を
建
立
、
長
年
の
念

仏
を
経
て
、
遂
に
は
出
家
し
た
。
彼
が
世
を
去

っ
た
後
、
多
く
の
人
が
、
頼

義
の
極
楽
往
生
を
夢
想
し
た
。
殺
生
の
業
を
犯
し
た
悪
人
で
さ
え
、
菩
提
心

を
起
こ
せ
ば
往
生
の
素
懐
も
遂
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
、
匡
房
は
頼
義
の
発
心

を
悪
人
の
往
生
諄
と
し
て
仕
上
げ
た
。

こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
匡
房
が
頼
義
の
殺
生
の
業
の
多
さ
に
対

し
て

「
楚
越
の
竹
と
い
へ
ど
も
、
計

へ
尽
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
表
現
を
用

い
た
こ
と
で
あ
る
。
楚
越
は
中
国
の
南
部
の
湖
南
、
湖
北
、
浙
江
省

一
帯
の



地
で
あ
り
、
竹
は
、
紙
の
無
い
上
古
の
時
代
に
お
け
る
書
写
用
の
竹
簡
を
指

し
て
い
う
。
こ
の
文
は
、
た
と
え
楚
越
の
地
方
に
叢
生
す
る
広
大
な
竹
林
を

全
部
切
り
だ
し
、
頼
義
が
奪

っ
た
人
命
の
数
を
書
き
尽
く
そ
う
と
し
て
も
き

り
が
な
い
、
と
い
う
誇
張
の
比
喩
で
あ
る
。

こ
の
表
現
の
起
源
は

『
呂
氏
春
秋
』
に
求
め
ら
れ
、
『
漢
書
』
『
後
漢
書
』

に
も
見
ら
れ
る
。

有
狼
入
於
国
、
有
人
自
天
降
、
市
有
舞
鵬
、
国
有
行
飛
。
…
…
国
有
此

物
、
其
主
不
知
驚
慢
五
革
、
上
帝
降
禍
、
凶
災
必
亜
。
其
残
亡
死
喪
、

珍
絶
無
類
、
流
散
循
餞
無
日
夫
。
此
皆
乱
国
之
所
生
也
、
不
能
勝
数
。

尽
荊
越
之
竹
、
猶
不
能
書
。
　
　
　
　
「
呂
氏
春
秋
』
巻
六

「
明
理
し

『
呂
氏
春
秋
』
「
明
理
」
の
章
段
で
は
、
国
が
乱
れ
る
と
様
々
な
異
変
や
災

い
が
生
じ
、
荊
や
越
の
竹
を
全
部
使

っ
て
列
挙
し
よ
う
と
し
て
も
書
き
き
れ

る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
文
に
見
る

「
荊
越
の
竹
」
の
荊
は
、
中
国

九
州
の

一
つ
、
荊
州
で
春
秋
戦
国
の
楚
国
の
領
域
に
当
た
り
、
越
は
越
国
を

指
し
、
現
代

の
浙
江
地
方

で
あ
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
の
東
漢
高
誘
注

に
は

「
荊

。
越
の
竹
」
に
対
し
、
「楚

・
越
は
、
竹
の
出
る
所
な
り
。
な
ほ
書
に
勝

る
こ
と
あ
た
は
ず
と
は
、
妖
し
き
こ
と
多
き
な
り
。
」
と
い
う
注
釈
が
施
さ

れ
、
荊
は
す
な
わ
ち
楚
を
さ
す
こ
と
が
わ
か
る
。

「荊
越
の
竹
」
の
他
、
「
南
山
の
竹
」
と
い
う
語
も
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い

る
。
『
漢
書
』
「
公
孫
賀
伝
」
に
は
、

安
世
者
、
京
師
大
侠
也
、
間
賀
欲
以
贖
子
、
笑
日
‥

「
丞
相
禍
及
宗
実
、

南
山
之
竹
不
足
受
我
辞
、
斜
谷
之
木
不
足
為
我
械
。
」
安
世
遂
従
獄
中

上
書
、
告
敬
声
興
陽
石
公
主
私
通
、
及
使
人
巫
祭
祠
証
上
、
且
上
甘
泉

営
馳
道
埋
偶
人
、
祝
誼
有
悪
言
。

と
あ
り
、
傍
線
部
の

「南
山
の
竹
も
我
が
辞
を
受
く
足
ら
ず
、
斜
谷
の
木
も

我
が
械
と
為
る
足
ら
ず
」
に
見
え
る
南
山
は
、
長
安
の
西
南
に
あ
る
終
南
山

で
あ
り
、
斜
谷
は
終
南
山
の
谷
の
名

で
、
郡
県
に
あ
る
。
「南
山
の
竹
」
と

い
う
語
は
、
告
発
し
よ
う
と
し
た
内
容
を
書
き
記
す
に
は
足
り
な
い
ほ
ど
、

罪
状
の
数
を
強
調
す
る
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
さ
き
に
見
た

『
呂
氏
春

秋
』
の

「荊
越
の
竹
」
と
い
う
語
は
不
祥

・
災
い
を
示
し
、
同
じ
く
好
ま
し

く
な
い
事
情
の
数
を
大
袈
裟
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
の

『
後
漢
書
』
「
院
藁
伝
」
で
は
、
『
続
本
朝
往
生
伝
』
に
見
え
る

「
楚

越
の
竹
」
と
い
う
語
と
同
じ
表
現
が
見
え
る
。

故
新
都
侯
王
芥
、
慢
侮
天
地
、
惇
道
逆
理
、
鳩
殺
孝
平
皇
帝
、
纂
奪
其

位
、
矯
託
天
命
、
偽
作
符
書
、
欺
惑
衆
庶
、
震
怒
上
帝
、
反
戻
飾
文
、

以
為
祥
瑞
、
戯
弄
神
祗
、
歌
頌
禍
狭
。
楚
越
之
竹
、
不
足
以
書
其
悪
。

王
芥
を
討
伐
す
る
布
告
文
に
は
、
「
楚
、
越
の
竹
も
以
て
其
の
悪
を
書
す

る
に
足
ら
ず
」
と
い
う
文

で
、
王
芥

の
罪
の
多
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

『続
本
朝
往
生
伝
』
に
み
る

「
楚
越
の
竹
」
と
い
う
語
は
、
『
後
漢
書
』
と
同

じ

「
楚
」
を
用
い
、
「
荊
」
で
は
な
い
点
か
ら
み
れ
ば
、
『後
漢
書
』
に
語
源

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

現
代
中
国
語
で
は
、
悪
事
の
多
さ
を
喩
え
る

「南
山
の
竹
」
と
、
「楚
越

の
竹
」
と
い
う
二

つ
の
表
現
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
「
啓
レ
竹
難
レ
書
」
と
い
う

の
諺
が
派
生
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
全
日
写
用
の
竹
簡
を
使
い
込
ん
で

も
、
書
き
尽
く
せ
な
い
〉
と
い
う
文
型
が
、
罪
人
の
な
す
悪
事
の
数
が
我
々

の
想
像
を
進
か
に
超
え
る
、
と
い
う
意
味
を
表
す
こ
と
は
、
中
国
語
圏
の
諺



と
し
て
も
定
着
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
に
お
い
て
は
、
『続
本
朝
往
生
伝
』
と

対
照
的
に
、
こ
う
し
た
常
識
を
覆
す
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
至
孝
不
修
之
悲
、
顧
姑
射
而
遺
恨
、
克
己
複
礼
之
行
、
到
仏
国
有
何
疑
。

楚

（越
）
之
竹
、
不
能
記
尽
生
前
善
根
、
功
徳
之
林
、
将
奉
成
崩
後
妙

果
。
〈
※
原
文

で
は

「越
」
の
字
が
脱
落
し
て
い
る
が
、
私
に
よ

っ
て

補

っ
た
。
〉

（巻
二

「堀
河
院
御
仏
事
」
嘉
承
二
年

（
‐１０７
）
九
月
七
日
）

②
抑
先
公
広
作
仏
事
之
善
根
、
裁
楚
越
竹
未
所
記
窮
、
利
益
衆
生
之
願
海
、

尽
虚
空
界
不
能
容
受
。

（巻
三

「
殿
下
御
八
講
願
文
」
承
保
二
年

（
‐０７５
）
五
月
四
日
）

③
異
賞
殊
私
之
及
枝
葉
、
皆
生
於
其
恩
風
、
金
章
紫
綬
之
満
門
楯
、
悉
出

於
彼
徳
宇
。
縦
雖
裁
楚
越
之
竹
、
不
可
記
仁
山
之

一
枝
、
縦
雖
歴
塵
沙

之
劫
、
豊
得
酬
恵
沢
之
細
浪
。

（巻
三

「土
御
門
右
大
臣
宇
治
御
宝
供
養
願
文
」
延
久
五
年

（
‐０７３
）
八

月
十
九
日
）

④
又
為
先
孝
尊
霊
成
仏
得
道
、
嘱
五
日
之
高
僧
、
読
万
部
之
妙
典
、
又
再

疑
清
浄
心
、
自
転
二
千
部
。
其
外
善
根
、
楚
越
之
竹
不
能
記
、
其
間
功

徳
、
築
稜
之
策
不
能
計
。
〈
※
原
文
で
は

「疑
」
と
あ
る
が
、
私
に
訂

正
し
た
。
〉

（巻
五

「
顕
季
卿
室
千
日
講
結
願
々
文
」
天
永
元
年

（
‐１１０
）
十

一
月
汁

日
）

①
の
堀
河
院
の
七
七
日
追
善
願
文
に
お
い
て
は
、
「楚
越
の
竹
も
、
生
前

の
善
根
を
記
し
尽
す
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
、
堀
河
院
の
善
根
は
、
た
と
え
楚

越
の
竹
で
も
記
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
殿
下

御
八
講
願
文
」
、
「土
御
門
右
大
臣
宇
治
御
宝
供
養
願
文
」
、
「
顕
季
卿
室
千
日

講
結
願
々
文
」
で
も
、
〈善
根
が
羅
列
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
多
い
〉

と
い
う

『続
本
朝
往
生
伝
』
と
、
全
く
逆
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
匡
房
は
、
『続
本
朝
往
生
伝
』
で
は

『
後
漢
書
』
と
同
様

に
悪
行
の
喩
え
と
し
て
使
う

一
方
、
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
で
は
逆
に
善

業
を
称
揚
す
る
の
に
用
い
た
。

『
後
漢
書
』
及
び

『
史
記
』
『
漢
書
』
は
、
い
わ
ゆ
る
中
国
正
史
の
二
十
五

史
の
中
で
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
、
コ

一史
」
と
も
称
さ
れ
る
。
平
安
朝

で
は
、
『
後
漢
書
』
が

『礼
記
』
『文
選
』
な
ど
の
典
籍
と
共
に
、
大
学
寮
の

教
科
書
と
規
定
さ
れ
、
『
後
漢
書
』
の
習
得
が
紀
伝
道
に
学
ぶ
学
生
た
ち
の

基
礎
教
育
の

一
環
と
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
文
人
学
者
の
間
で

『
後
漢
書
』

講
書
や
寛
宴
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
文
献
記
録
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平

安
時
代
に
お
い
て
、
『
後
漢
書
』
が
貴
族
文
人
の
間
に
受
容
さ
れ
て
い
る
様

相
の

一
端
が
窺
え
よ
う
。
そ
し
て
、
『
後
二
条
師
通
記
』
に
記
録
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
匡
房
が
藤
原
師
通
に

『
後
漢
書
』
を
教
授
し
た
こ
と
も
知
ら
れ

て
い
る
（注
２
Ｘ

『
後
漢
書
』
を
教
え
る
師
匠
の
立
場
に
あ
る
匡
房
は
、
当
然

「
楚
越
の
竹
」

と
い
う
語
の
意
味
を
熟
知
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
願
文
の
中
で

相
反
し
た
表
現
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
単
に
数
の
膨
大
さ
を
強
調
す
る
た
め

に
、
悪
行
を
重
ね
た
表
現
を
善
根
の
多
さ
に
転
用
す
る
と
い
う
説
明
は
、
こ

の
疑
間
を
処
理
し
得
な
い
。



願
文
は
、
造
仏

・
造
寺

・
造
塔
や
死
者
の
冥
福
を
祈
る
追
善
供
養
な
ど
の

仏
事
を
修
す
る
際
、
施
主
の
願
意
を
華
麗
な
聯
一麗
文
で
記
し
た
文
、
盛
大
な

法
会
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
匡
房
が
手
が
け
た

「
堀
河
院
御
仏
事
願

文
」
と
も
関
わ
る
堀
河
院
の
七
七
日
法
会
か
ら
も
、
そ
の
法
会
隆
盛
の

一
端

が
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
中
右
記
』
（嘉
承
二
年
九
月
七
日
条
）
に
記
さ
れ

た
よ
う
に
、
堀
河
院
の
七
七
日
供
養
の
日
に
、
大
勢
の
大
臣
公
卿
が
列
席
し

百
人
以
上
の
僧
侶
が
集
ま
り
、
百
部
以
上
の
経
典
を
供
養
す
る
な
ど
、
そ
の

儀
式
の
規
模
は
非
常
に
盛
大
な
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
重
要
な
法
会
に

お
い
て
、
匡
房
は
ど
う
し
て

『
後
漢
書
』
に
見
る
悪
の
極
端
表
現
を
、
願
文

の
中
で
扱

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
前
掲
し
た
用
例
以
外
に
も
、
よ
り
多
く

の
用
例
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
、
以
下
、
各
文
献
資
料
に
見
る

「
楚
越
の
竹
」
「南
山
の
竹
」
「
荊
越
の
竹
」
な
ど
の
用
語
に
対
し
て
考
察
を

行
う
。

三
、
「楚
越
の
竹
」
「
南
山
の
竹
」
「
荊
越
の
竹
」

日
本

で
は
、
『
経
国
集
』
『
拾
遺
往
生
伝
』
及
び
類
書

の

『
明
文
抄
』
に

「楚
越
の
竹
」
の
用
例
が
見
ら
れ
る
（注
３
）。

①
故
四
術
紛
綸
、
異
端
之
論
蜂
起
。
三
家
舛
雑
、
憶
断
之
辞
抑
揚
。
言
多

米
塩
、
事
為
楚
越
。
累
代
因
襲
、
指
掌
未
詳
。

「
経
国
集
』
巻
二
十
、
「対
策
文
」
中
臣
栗
原
連
年
足
）

②
有
上
人
、
失
其
名
。
康
平
年
中
、
於
阿
弥
陀
峰
下
、
焼
身
入
滅
。
貴
賎

男
女
、
結
縁
攀
踏
之
徒
、
宛
如
楚
越
之
竹
。

翁
拾
遺
往
生
伝
』
巻
中

「
無
名
上
人
し

Ω

Ｉ Ｉ

Ｉ Ｉ

Ｉ ‐

□

楚

越

之

竹

不

足

以

書

其

悪

。

後

漢

書

翁
明
文
抄
』
巻
五

「
雑
事
部
し

①
の

『
経
国
集
』
の
傍
線
部
で
は
、
「楚
越
」
の
み
で

「
楚
越

の
竹
」
を
表

し
て
い
る
。
こ
の
文
は
、
悪
業
の
喩
え
で
は
な
い
が
、
異
端
の
言
論
が
勃
発

す
る
と
い
う
、
好
ま
し
く
な
い
こ
と
の
多
発
を
強
調
す
る
趣
が

『
後
漢
書
』

と

一
致
し
て
い
る
。
②
の

『
拾
遺
往
生
伝
』
で
は
、
匡
房
の
初
例
よ
り
も
あ

と
に
な
り
、
阿
弥
陀
峰
に
集
結
し
た
人
の
数
を
強
調
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。

③

の
類
書

『
明
文
抄
』
で
は
、
「楚
越

の
竹
」
と
い
う
文
が

『
後
漢
書
』
か

ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
注
記
さ
れ
る
。
日
本
の
漢
文
で
は

「
楚
越
の
竹
」

の
表
現
は
、
用
例
は
極
め
て
少
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
数
の
少
な
い
例
の
中

か
ら
も
、
匡
房
の
よ
う
に
善
行
の
多
さ
を
讃
え
る
使
い
方
は
確
認
で
き
な
い
。

次
に
、
『
呂
氏
春
秋
』
『
漢
書
』
『
後
漢
書
』
以
後
の
中
国
の
用
例
を
見
て

み
よ
う
。

①
参
年
載
弄
之
醜
、
反
道
違
常
之
曇
、
牝
鶏
晨
鳴
之
悪
。
於
事
己
細
、
故

可
得
而
略
也
。
馨
楚
越
之
竹
―
未
足
以
言
、
校
辛
癸
之
君
、
豊
或
能
匹
。

翁
南
齊
書
』
「東
昏
侯
本
紀
し

②
臣
又
毎
得
後
将
軍
蓑
術
書
、
云
紹
非
術
類
也
。
紹
之
罪
戻
、
雖
南
山
之

竹
不
能
載
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
三
国
志
』
魏
書

「
公
孫
鑽
し

③
賊
臣
侯
景
、
匈
奴
叛
臣
。
…
…
南
山
之
竹
、
未
足
言
其
懲
、
西
山
之
兎
、

不
足
書
其
罪
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
梁
書
』
巻
五

「
元
帝
本
紀
し

④
輔
涯
貪
乱
、
障
行
兇
悪
、
売
官
習
獄
、
専
貨
求
財
、
政
令
無
恒
、
朝
改

暮
易
。
雖
復
南
山
之
竹
、
豊
可
尽
言
。



翁
文
苑
英
華
』
北
齊
、
高
歓

「
上
節
関
帝
出
師
表
し

①
の

『南
齊
書
』
「東
昏
侯
本
紀
」
で
は
、
「
楚
越
の
竹
、
未
だ
言
を
以
て

す
る
に
足
ら
ず
」
と
い
う
文
で
、
東
昏
侯
が
犯
し
た
罪
の
量
を
形
容
す
る
。

②
③
④
の

「南
山
の
竹
」
の
例
も
、
『
漢
書
』
と
同
じ
く
罪
状

の
多
さ
を
強

調
す
る
意
味
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
代
に
続
く
六
朝
時

代
の
文
献
に
は
、
『
漢
書
』
『
後
漢
書
』
に
見
る
罪
状
の
数
を
誇
張
す
る
表
現

が
、
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
唐
の
時
代
を
境
に
、
こ
う
し
た

「
楚
越
の
竹
」
「南
山
の
竹
」

の
使
い
方
に
変
化
が
生
じ
た
。
以
下
、
唐
代

の
文
献
資
料
及
び
、
五
代

の

『
旧
唐
書
』
な
ど
を
、
用
例
の
意
味
合
い
に
よ

っ
て
二
類
に
分
け
る
こ
と
に

す
る
。

①
如
此
援
撃
、
使
天
下
孤
寒
。
人
人
怨
歎
、
謂
之
無
解
及
第
、
実
則
有
耳

未
聞
、
不
燿
人
言
、　
一
至
於
此
。
臣
若
悉
書
滴
過
、
方
馨
南
山
之
竹
、

恐
未
尽
也
。
　

合
冊
府
元
亀
』
巻
五
四
七
、
張
雲

「
復
論
令
狐
塙
疏
し

②
且
黄
巣
謂
逃
天
得
計
、
乃
揆
日
楡
生
。
書
罪
則
竹
乏
南
山
、
流
悪
則
浪

乾
東
海
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
唐
文
拾
遺
』
巻
三
十
七
、
佳
致
遠
）

③
無
小
無
大
、
愚
夫
愚
婦
、
共
識
殷
亡
、
咸
知
夏
滅
。
馨
南
山
之
竹
、
書

罪
未
窮
。
決
東
海
之
波
、
流
悪
難
尽
。

「
旧
唐
書
』
巻
五
十
三

「李
密
伝
し

Ⅱ①
在
位
三
十
五
載
、
功
超
七
十
二
君
。
伝
象
所
莫
伝
、
開
開
所
不
観
。
□

口
胴
日
用
日
日
□
日
闇
甲

極
泉
雲
之
才
、
頌
徳
難
尽
。
…
・‥
。
敬
上

尊
号
之
儀
、
燕
叶
大
名
之
典
。
謹
按
自
然
覆
育
日
天
、
明

一
合
道
日
皇
、

無
所
不
包
日
大
。
謹
状
上
議
日
天
皇
大
帝
、
廟
称
高
宗
。

「
唐
大
詔
令
集
』
巻
十
三

「高
宗
天
皇
大
帝
論
議
し

②
剛
直
以
断
、
金
之
精
也
。
温
潤
以
潔
、
玉
之
符
也
。
方
穏
承
帝
則
、
運

平
天
機
。
致
君
唐
虞
之
上
、
書
美
荊
越
之
竹
。

Ｓ
全
唐
文
』
巻
二
七
五
、
辞
稜

「唐
故
洛
州
洛
陽
県
令
鄭
府
君
碑
し

③
徴
君
足
下
、
行
奇
操
峻
。
…
…
馨
南
山
之
竹
、
不
足
以
書
足
下
之
功
。

窮
百
谷
之
波
、
不
足
以
注
足
下
之
善
。

「
文
苑
英
華
』
巻
六
八
六
、
皮
日
休

「与
陳
徴
君
書
し

Ｉ
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
「南
山
の
竹
」
と
い
う
語
は
前
代
の
資
料
と
同
様
、

人
の
罪
や
過
失
を
強
調
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
対
照
的
に
グ

ル
ー
プ
Ⅱ
の
用
例
は
、
功
績
や
善
行
を
称
揚
す
る
の
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
Ⅱ
①
の
唐
高
宗
の
廟
号
を
定
め
る
誼
議
文
で
は
、
「楚
越
の
竹
を
馨
す
と

も
、
善
を
書
く
に
未
だ
窮
ま
ら
ず
」
と
あ
り
、
高
宗
生
前
の
治
績
が
、
楚
越

の
竹
を
尽
く
し
て
も
書
き
写
せ
な
い
と
、
高
宗
を
讃
美
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

②
の

「君
を
唐
虞
の
上
に
致
し
、
美
を
荊
越
の
竹
に
書
く
」
、
③
の

「南
山

の
竹
を
馨
す
と
も
、
以
て
足
下
の
功
を
書
く
に
足
ら
ず
」
な
ど
の
文
で
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
「楚
越
の
竹
」
と
同
じ
く
、
「荊
越
の
竹
」、
「南
山
の

竹
」
も
、
人
の
徳
行
や
功
績
を
褒
め
称
え
る
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
『
呂
氏
春
秋
』
『漢
書
』
『後
漢
書
』
に
お
け
る
悪
の
誇
張
表
現
は
、

唐
代
で
は

一
転
し
て
、
数
え
切
れ
な
い
善
行
の
数
と
い
う
意
味
と
し
て
も
扱

わ
れ
る
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
「
南
山
の
竹
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、

賞
讃
と
非
難
と
い
う
両
極
の
表
現
は
唐
以
後
で
も
引
き
続
い
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。

・
雖
尽
南
山
之
竹
不
足
以
紀
聖
功
、
兼
三
宗
之
寿
不
足
以
報
聖
徳
。

（
東
披
全
集
』
巻
六
十
四

「朝
辞
赴
定
州
論
事
状
し

。
而
夷
簡
意
謂
四
方
己
寧
、
百
度
己
正
、
欲
因
病
黙
黙
而
去
、
無

一
言
啓

沃
上
心
、
別
白
賢
不
肖
、
雖
尽
南
山
之
竹
、
不
足
書
其
罪
也
。

翁
宋
史
』
巻
二
八
八

「
孫
酒
伝
し

こ
れ
に
対
し
、
「楚
越
の
竹
」
と
い
う
語
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
資
料
を

検
証
し
た
結
果
、
賞
讃
の
意
味
と
し
て
は
唐
代
に
し
か
存
在
し
な
い
し
、
現

段
階

で
は
、
Ⅱ
①

コ
ロ同
宗
天
皇
大
帝
論
議
」
の

一
例

に
留
ま

っ
て
い
る
。

『
後
漢
書
』
の
引
用
文
と
い
う
形
で

『
太
平
御
寛
』
『
冊
府
元
亀
』
の
類
書
や

史
書
の

『
通
志
』
な
ど
の
中
で
は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
詩
文
に
お
い
て
は
あ

ま
り
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
楚
越
の
竹
」
と
い

う
語
は
、
中
国
に
お
い
て
も
特
別
な
存
在
と
見
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
唐
文
に
は
確
実
に
讃
美
の
意
味
の
用
例
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

匡
房
は
当
然

『
後
漢
書
』
を
熟
知
し
て
お
り
、
悪
の
極
端
表
現
を
公
卿
貴

族
の
願
文
に
軽
率
に
書
き
込
む
は
ず
が
な
い
。
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
に

み
る

「
楚
越
の
竹
」
の
四
例
が
、
響
向
宗
天
皇
太
帝
誼
議
」
の
用
例
と
同
様
、

逝
去
し
た
人
の
善
行
を
称
揚
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、

匡
房
が
用
い
た
語
句
の
典
拠
は
、
『
後
漢
書
』
で
は
な
く
、
唐
文
に
求
め
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「楚
越
の
竹
」
と
い
う
語
を
用
い
て
、
人
の
善
行
を
誉
め
て
い
う
例
は
、

匡
房
以
外
の
日
本
の
漢
文
に
も
見
え
ず
、
中
国
の
文
献
で
も
極
め
て
稀
で
あ

る
。
し
か
し
、
匡
房
が
願
文
の
中
で
四
回
も
用
い
た
こ
と
は
、
こ
の

「楚
越

の
竹
」
の
表
現

へ
の
愛
着
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
、
こ

の

『
唐
大
詔
令
集
』
に
収
載
さ
れ
る

「
高
宗
天
皇
大
帝
論
議
」
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
検
討
を
加
え
た
い
と
思
う
。

四
、
喜
国
示
天
皇
太
帝
誼
議
」
の
作
者
に
つ
い
て

『
唐
大
詔
令
集
』
は
、
宋
代
の
宋
敏
求
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
清

の
時
代
ま
で
刊
本
が
な
く
、
伝
写
に
よ

っ
て
い
く

つ
か
の
写
本
が
伝
わ
る
。

『
唐
大
詔
令
集
』
を
翻
刻
し
た
各
叢
書
に
は
、
響
同
宗
天
皇
大
帝
誼
議
」
の
作

者
に
関
す
る
注
記
が
存
在
す
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

ま
ず
、
『
四
庫
全
書
』
が
収
め
た

『
唐
大
詔
令
集
』
は
、
明
代
の
朱
衝
家

蔵
本
に
よ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
作
者
を
明
記
し
な
い
。
次
に
、
『
全
唐

文
』
で
は
、
使
用
さ
れ
た
底
本
は
不
明
で
、
作
者
を
高
宗
の
息
子

。
中
宗
と

記
し
て
い
る
。
そ
し
て

『
適
園
叢
書
』
で
は
、
そ
の
跛
文
に
よ
れ
ば
、
底
本

が
二

つ
の
明
代
の
写
本
に
よ

っ
て
校
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
者
を
高
宗

の
皇
后

。
武
后
と
明
記
し
て
い
る
。
北
京
図
書
館
蔵

『
唐
大
詔
令
集
』
の
写

本
に
は
作
者
が
明
記
さ
れ
な
い
が
、
近
代
の
顧
広
均
は
こ
の
写
本
を
校
訂
し
、

改
め
て
作
者
を
武
后
と
記
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
高
宗
天
皇
太
帝
論
議
」
を
収
載
し
た
諸
本

で
は
、
作
者

を
記
さ
な
い
か
、
或
は
中
宗
や
武
后
と
記
し
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
て
い
る
。

従

っ
て
、
宋
敏
求
が
編
集
し
た
原
本
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
た
か
を
解
明
す

る
に
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
作
者
名
に
上
が

っ
た
中
宗
と
武
后
か
ら
絞



る
な
ら
、
以
下
の
理
由
に
よ

っ
て
中
宗
の
可
能
性
が
ゼ

ロ
に
近
い
と
考
え
ら

れ
る
。

「誼
議
文
」
は
、
天
子
が
世
を
去

っ
た
後
、
廟
号
や
誼
号
を
決
め
る
の
に

制
作
さ
れ
る
。
響
ロ
ホ
天
皇
大
帝
論
議
」
の
成
立
は
不
明
だ
が
、
弘
道
元

（
６８３
）
年
十
二
月
四
日
に
高
宗
が
死
去
し
て
か
ら
、
文
明
元

（６８４
）
年
の
八

月
十

一
日
に
乾
陵
に
埋
葬
さ
れ
た
間
、
の
八
ヶ
月
の
間
に
成
立
し
た
こ
と
は
、

ま
ず
押
さ
え
ら
れ
る
。

『
唐
大
詔
令
集
』
の
中
で
、
唯

一
年
月
を
付
さ
れ
た

「
順
宗
至
徳
大
聖
大

安
孝
皇
帝
論
議
」
に
よ
れ
ば
、
順
宗
の
論
議
文
は

「
元
和
元
年
六
月
」
に
制

作
さ
れ
て
い
る
。
順
宗
が
元
和
元
年
正
月
十
九
日
に
死
去
、
七
月
十

一
日
に

豊
陵
に
葬
ら
れ
る

（『
旧
唐
書
Ｌ

と
す
る
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
議
文
は
、

天
子
が
皇
陵
に
埋
葬
さ
れ
る
凡
そ

一
ヶ
月
前
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
ま
た
、
憲
宗
の
場
合
は
、
「十
五
年
四
月
、
礼
部
侍
郎
李
建
大
行

皇
帝
の
論
を
奏
上
す
る
に
曰
く
、
聖
神
章
武
孝
皇
帝
、
廟
号
憲
宗
」
「
旧
唐

書
』
巻
二
十
五

「
礼
儀
五
し

（注
４
）と
い
う
記
述
か
ら
み
れ
ば
、
廟
号
を
決

め
る

「
論
議
」
は
、
憲
宗
が
景
陵
に
葬
ら
れ
る
五
月
十
五
日
の
前
の
月
、
四

月
に
行
わ
れ
、
「
論
議
文
」
も
同
じ
時
期
に
述
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推

定
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
皇
帝
の
廟
号
を
決
め
る
論
議
文
は
、
大
体
天
子

が
皇
陵
に
葬
ら
れ
る
前
の

一
ヶ
月
に
制
作
さ
れ
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
従

っ

て
、
「高
宗
天
皇
大
帝
論
議
」
も
高
宗
が
乾
陵
に
埋
葬
さ
れ
る
八
月
十

一
日

の
、　
一
ヶ
月
前
の
七
月
頃
に
成
立
し
た
と
推
測
で
き
よ
う
。
高
宗
の
息
子

・

中
宗
は
弘
道
元
年
十
二
月
十

一
日
に
即
位
し
て
、
次
の
年
の
二
月
六
日
に
当

時
の
皇
太
后
で
あ
る
則
天
武
后
に
廃
位
さ
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の

「
論
議
文
」
を
執
筆
す
る
は
ず
が
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
武
后
が
こ
の

「高
宗
天
皇
大
帝
誼
議
」
を
撰
述
し
た
可
能

性
が
か
な
り
高
く
な

っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
武
后
を
作
者
に

導
く
条
件
は
存
在
す
る
が
、
宋
敏
求
が
編
纂
し
た

『唐
大
詔
令
集
』
の
原
本

を
確
認
で
き
な
い
た
め
、
こ
こ
で
敢
え
て
断
言
す
る
の
を
避
け
た
い
。

武
后
が
撰
し
た
詩
文
は
、
女
性
が
政
権
を
握
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
封

建
思
想
の
影
響
で
、
従
来
殆
ど
閑
却
視
さ
れ
て
き
た
が
、
中
国
で
も
近
年
よ

う
や
く
見
直
さ
れ
て
高
い
評
価
を
受
け
た
（注
５
Υ

現
在
、
武
后
の
詩
文
は

『
冊
府
元
亀
』
『
文
苑
英
華
』
や

『
全
唐
詩
』
の
中
に
収
録
さ
れ
る
僅
か
な
作

品
か
ら
し
か
片
鱗
を
窺
え
な
い
が
、
『
旧
唐
書
』
の

「経
籍
志
」
で
は
、
武

后
の
詩
文
集
を

「
垂
洪
集
」
百
巻
、
「金
輪
集
」
十
巻
と
記
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
（注
６
）か
ら
、
武
后
と
関
連
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
書
籍
を
選
出
し
て
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
書
名
が
み
ら
れ
る
。

金
輪
万
歳
集
五
十

一
巻

垂
洪
集
百
巻

聖
母
神
皇
垂
撲
後
集
三
十
巻

聖
母
集

大
周
朝
英
集
十
巻

臣
軌
武
媚
娘
集

則
天
大
聖
皇
后
集
十
巻

両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
の
方
が
、
書
名
が
多
く
、

巻
数
も
か
な
り
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
書
物
は
、
そ
の
内
容
が
重
複



す
る
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
が
、
武
后
の
著
作
は
、
『
旧
唐
書
』

よ
り

『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
の
ほ
う
が
多
く
記
載
さ
れ
る
こ
と
が
ま
ず
確

認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
の
記
録
と
比
較
す
れ

ば
、
唐
が
滅
亡
し
た
後

（
９０７
）
ヽ
五
代
後
晋
の
劉
陶
ら
が
奉
勅
撰
し
た

『
旧

唐
書
』
（
９４５
）
の
時
代
、
武
后
の
作
品
が
す
で
に
多
く
散
逸
し
た
こ
と
は
歴

然
と
す
る
。
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
か
ら
は
、
文
才
に
富
む
彼
女
の
旺
盛

な
創
作
意
欲
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
武
后
の
作
品
が
日
本
に
多
く
将

来
さ
れ
た
こ
と
を
も
窺
え
よ
う
。

こ
う
し
た
数
多
く
の
武
后
の
作
品
に
は
、
願
文
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
前
掲
し
た
武
后
著
作
の
リ
ス
ト
の
中
で
、
矢
島
玄
亮
氏
は
、
傍
線
部

の

「
則
天
大
聖
皇
后
集
」
と
い
う
書
が
、
『
東
域
伝
灯
目
録
』
に
記
さ
れ
る

「
則
天
大
聖
皇
后
集
」
で
あ
る
と
注
記
し
た
。
『
東
域
伝
灯
目
録
』
で
は
、
次

の
よ
う
な
内
容
が
見
ら
れ
る
。

則
天
大
聖
皇
后
集
十
巻
　
　
　
〈枚
数
少
故
或
合
巻
也
披
見
是
多
願
文
集
也
〉

『
東
域
伝
灯
目
録
』
で
は
、
同
書
に
対
し
て
、
枚
数
が
少
な
い
か
ら
合
巻

と
さ
れ
、
ま
た
そ
の
内
容
の
殆
ど
が
願
文
集
で
あ
る
と
注
を
付
し
た
。
現
在

で
は
武
后
が
撰
し
た
願
文
の
内
容
を
全
く
目
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

東
野
治
之
氏
（注
７
）
は
、
正
倉
院
か
ら
流
出
し
た

「
日
名
子
文
書
」
に
、
武

后
と
関
連
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の

「
日
名
子
文
書
」
の

全
文
は
、
「
垂
供
二
年
十
二
月
四
日
、
大
唐
皇
太
后
奉
為
高
宗
大
帝
敬
造
繍

十

一
面
観
音
菩
薩

一
千
鋪
願
文

一
首
」
と

「奉
為
先
王
先
批
造
十

一
面
観
世

音
菩
薩
願
文

一
首
」
で
あ
り
、
あ
る
書
籍
の
目
録
の
一
部
と
判
明
し
、
散
逸

し
た
武
后
の
願
文
の
内
容
を
示
唆
し
て
い
る
。

実
は
、
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
武
后
の
作
品
の

存
在
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
匡
房
は

天
竺
や
中
国
の
帝
王
が
か
つ
て
為
し
た
仏
教
行
事
の
故
事
を
、
帝
王
願
文
の

中
に
し
ば
し
ば
盛
り
込
ん
で
い
る
。

①
彼
梁
高
祖
之
帰
仏
法
、
未
挙
三
密
之
山
。
唐
玄
宗
之
入
壇
場
、
綾
灌
五

智
之
水
。
今
之
功
徳
、
不
趾
於
古
。
　

（巻

一
「仁
和
寺
供
養
願
文
し

②
況
又
同
劇
引
之
慕
浄
土
也
、
図
蓮
皇
於
長
安
之
月
。
目
刈
剌
之
建
精
舎

也
、
移
瑣
林
於
安
養
之
風
。
前
代
之
遺
美
如
此
、
中
心
之
蓄
念
捨
諸
。

（巻

一
「
円
宗
寺
五
仏
堂
供
養
願
文
し

③
昔
戒
日
王
之
礼
尊
容
也
、
未
螢
紫
磨
金
之
光
。
唐
高
宗
之
写
尊
像
也
、

例
割
囲
胴
囲
剛
旧
『
今
之
功
徳
豊
其
捨
諸
。

（巻
二

「於
法
勝
寺
被
供
養
百
体
観
音
願
文
し

今
日
行
わ
れ
る
法
会
の
盛
大
さ
が
、
音
の
帝
王
が
な
し
た
盛
儀
に
劣
る
こ

と
な
く
、
む
し
ろ
超
え
て
ゆ
く
と
い
う
、
〈昔
〉
対

〈今
〉
の
表
現
手
法
は

匡
房
の
願
文

で
よ
く
使
わ
れ
る
。
こ
こ
で
特

に
注
目
し
た
い
の
は
、
③

の

「昔
、
戒
日
王
の
尊
容
を
礼
す
る
や
、
未
だ
紫
磨
金
の
光
を
螢
か
ず
。
唐
の

高
宗
の
尊
像
を
写
す
や
、
わ
ず
か
に
紅
錦
繍
の
文
を
留
む
」
と
い
う
文
に
み

る

「紅
錦
繍
の
文
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
「錦
繍
」
は
、
あ
や
に
し
き
、
美

し
い
き
も
の
を
指
し
て
言
う
。
そ
し
て

「錦
繍
の
文
」
は
次
の
用
例
で
示
す

よ
う
に
、
名
文

・
佳
句
の
喩
え
で
あ
る
。

・
過
高
唐
者
、
必
知
歌
謡
之
曲
、
遊
一嬰
邑
者
、
必
学
錦
繍
之
文
。



（
本
朝
文
粋
』
巻
十

一
、
江
匡
衡

「九
日
侍
宴
清
涼
殿
同
賦
菊
是
花
聖

賢
応
製
し

・
既
而
講
演
云
畢
、
吟
詠
初
成
、
今
分
廿
八
品
、
互
裁
錦
繍
詞
。

「
本
朝
続
文
粋
』
巻
八
、
惟
宗
孝
言

「供
養
法
華
経
後
各
分

一
字
詩

序
し

ま
た
、
『本
朝
文
粋
』
に
は

「
閣
東
に
碧
瑠
璃
の
水
有
り
、
水
辺
に
紅
錦

繍
の
林
有
り
」
と
い
う
用
例
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
目
を
奪
う
ほ
ど
の
鮮
や

か
な
紅
葉
を
指
す
。
「紅
顔
」
「紅
按
」
「紅
槽
」
「
紅
粉
」
な
ど
、
女
性
を
喩

え
る
語
彙
に
よ
く
紅
の
字
が
付
く
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
「
紅
錦
繍
の
文
」

に
あ
る

「
紅
」
の
字
も
女
性
を
表
し
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

③
の
文
は

「
昔
、
掲
若
鞠
閣
国
の
王

・
戒
日
王
が
造
仏
し
て
供
養
し
た
が
、

至
高
の
紫
磨
金
で
仏
像
を
荘
厳
す
る
こ
と
さ
え
な
か

っ
た

（今
日
、
百
体
の

金
色
観
音
を
供
養
し
た
功
徳
は
そ
れ
よ
り
勝

っ
て
い
る
）
。
か

つ
て
高
宗
の

尊
像
を
写
す
と
い
う
盛
事
も
、
い
ま
と
な

っ
て
は
、　
一
人
の
女
性
が
書
き
留

め
た
秀
逸
な
文
章
と
い
う
形
で
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
」
、
と
解
釈
で
き
る
。

従

っ
て
、
こ
の
文
脈
か
ら
、
こ
の
女
性
は
高
宗
の
皇
后
、
す
な
わ
ち
則
天
武

后
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
匡
房
は
、
武
后
の
撰
し
た
仏
教
関
係
の
作
品
を
知

っ
て
い
る
と

解
釈
で
き
よ
う
。
前
掲
し
た
よ
う
に
、
匡
房
と
同
時
代
に
成
立
し
た

『
東
域

伝
灯
目
録
』
（注
８
）
に
よ
れ
ば
、
武
后
の
願
文
作
品
は
当
時
ま
だ
日
本
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
想
像
を
遅
し
く
す
れ
ば
、
匡
房
は
こ
う
し
た

日
本
に
伝
わ

っ
た
武
后
の
願
文
集
を
目
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。

こ
こ
ま
で
は
、
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
に
見
え
る

「楚
越

の
竹
」
と
い

う
語
の
表
現
を
起
点
と
し
、
響
回
宗
天
皇
大
帝
論
議
」
と
い
う
作
品
ま
で
辿

り
、
両
者
の
表
現
位
相
が

一
致
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、

「高
宗
天
皇
大
帝
誼
議
」
の
作
者
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
武
后
と
い
う
人
物

が
浮
上
し
た
た
め
、
武
后
の
作
品
、
及
び
匡
房
と
の
接
点
に
つ
い
て
も
言
及

し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
散
逸
し
た
唐
代
作
品
が
多
く
、
匡
房
の

「楚
越
の
竹
」

と
い
う
表
現
が

「高
宗
天
皇
大
帝
論
議
」
に
拠

っ
た
と
、
軽
率
に
断
言
す
る

つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
し
、
「楚
越
の
竹
」
と
い
う
語
が
、
賞
讃
の
意
味
と

し
て
使
わ
れ
る
の
は
唐
代
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
み
れ
ば
、
匡

房
の
願
文
に
見
え
る

「
楚
越
の
竹
」
と
い
う
語
彙
の
使
い
方
は
、
唐
文
に
由

来
す
る
と
確
定
で
き
よ
う
。

五
、
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
と
唐
文

願
文
に
お
け
る
漢
語
の
享
受

・
利
用
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
秀
夫
氏

が
、
『文
選
』
『
自
氏
文
集
』
の
影
響
を
色
濃
く
呈
し
て
い
る
と
言
及
し
た
。

当
代
の
文
学
観
に
鑑
み
て
も
、
文
章
自
体
に
内
在
す
る
美
的

・
修
辞
的

価
値
を
重
視
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
『
白
氏
文
集
』
・
『文
選
』
な
ど
の

受
容
と
の
共
通
性
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
に

あ

っ
て
な
お
、
彼
ら
平
安
人
は
願
文
の
い
か
な
る
点
に

『
白
氏
文
集
』

や

『
文
選
』
と
比
肩
し
う
る

〈文
学
〉
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
に
見
え
る
語
彙
の
出
典
の
析
出
を
試
み
れ
ば
、

自
語
は
も
ち
ろ
ん
、
文
選
語
の
数
も
日
に
つ
く
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
『文

選
』
は
、
文
人
学
者
た
ち
に
と

っ
て
詩
文
を
綴
る
典
範
で
あ
り
、
匡
房
の
詩



文
表
現
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
し
か
し
、

六
朝
時
代
の

『
文
選
』
用
語
を
、
唐
代
の
人
が
引
き
継
い
で
使
用
す
る
こ
と

も
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
あ
る
用
語
の
原
拠
が

『文
選
』
に
あ
る
場
合
、
そ

の
前
後
の
表
現
も
含
め
て

『文
選
』
の
文
と

一
致
し
な
い
と
、
『
文
選
』
に

倣

っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
『文
選
』
と
唐
文
に
お
い

て
、
同
じ
よ
う
な
語
彙
が
存
在
す
る
場
合
、
ど
れ
に
依
拠
し
た
か
は
、
そ
う

簡
単
に
決
め

つ
け
ら
れ
な
い
と
思
う
。

以
下
、
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
に
お
け
る
用
語
の
検
証
を
試
み
る
。　
一

部
の
用
語
し
か
考
察
し
な
か

っ
た
が
、
唐
文
と
関
わ
る
特
徴
的
な
語
を
い
く

つ
か
掲
げ
る
。

・
隋
願
随
念
、
喩
於
鸞
鏡
之
写
形
。
無
親
無
疎
、
其
於
長
鐘
之
待
問
。

（巻

一
「
円
宗
寺
五
仏
堂
供
養
願
文
し

。
書
之
二
龍
能
断
災
禍
之
源
、
比
之
周
防
夭
邪
之
道
、
如
鸞
鏡
之
取
形
、

似
亮
鐘
之
待
問
。
　
　
　

　
　
　

（巻

一
「
院
熾
盛
光
御
修
法
祭
文
し

傍
線
部
の

「鸞
鏡
」
は
鏡
。
鸞
鳥
は
夫
婦
仲
の
よ
い
鳥
で
、
引
き
離
れ
た
片

方
の
鸞
鳥
が
鏡
を
見
、
己
が
姿
を
慕

っ
て
悲
鳴
し
て
死
ん
だ
故
事
に
基
づ
く

翁
異
苑
し
。
「
見
鐘
」
は
、
鐘
の
異
称
、
「見
氏
鐘
を
為
す
、
両
彙
之
を
銑
と

謂
ふ
」
翁
周
礼
』
「
冬
官
考
工
記
し

と
あ
る
よ
う
に
、
周
代
、
亮
氏
が
鐘
を

作

っ
た
こ
と
か
ら
い
う
。
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、

・
亮
鐘
蓄
韻
、
聞
片
言
而
指
掌
。
鸞
鏡
懸
心
、
見

一
善
而
明
目
。

「
文
苑
英
華
』
巻
六
五
八
、
王
勃

「
上
明
員
外
し

。
若
見
鐘
之
待
物
、
巨
細
飛
声
。
像
鸞
鏡
之
高
懸
、
方
円
尽
具
。

「
全
唐
文
』
巻
九
八
九

「
信
法
寺
真
容
像
碑
し

「鸞
鏡
」
と

「
見
鐘
」
と
い
う
語
が
、
対
と
し
て
使
わ
れ
る
形
式
は
唐
代
以

後
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、

『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
に
、

掘
乾
闘
坤
之
運
、
居
諸
而
無
彊
。
尭
雲
舜
日
之
仁
、
被
動
殖
而
鎮
茂
。

（巻
二

「院
被
供
養
熊
野
山
多
宝
塔
願
文
し

尭
舜
二
帝
の
仁
徳
が
普
く
行
き
わ
た

っ
た
こ
と
が
、
「尭
雲
」
と

「
舜
日
」

と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
と
な
る
表
現
は
、
同
じ
く
唐

代
以
後
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

①
不
図
高
里
之
魂
、
復
見
乾
封
之
事
。
尭
雲
往
、
舜
日
還
。
神
華
霊
鬱
、

爛
漫
乎
宵
壌
之
閲
。Ｓ

全
唐
文
』
巻
三
二

一
、
張
説

「
大
唐
封
祀
壇
頌
し

②
普
天
称
慶
、
率
土
同
歓
。
仰
舜
日
而
徘
徊
、
望
尭
雲
而
体
躍
。

翁
全
唐
文
』
巻
四
八
〇
、
呂
頌

「降
誕
日
進
光
明
砂
し

③
即
今
上
皇
帝
鷹
嗣
明
堂
、
不
図
宝
位
。
尭
雲
四
布
、
舜
日
広
昭
。

「
全
唐
文
』
巻
九
二
八
、
侃
少
通

「
太

一
観
董
真
人
殿
碑
銘
序
し

④
伏
惟
尭
雲
永
布
、
舜
日
長
明
。
玉
葉
金
枝
、
光
栄
万
嗣
。
（注
９
）

「
唐
文
続
拾
』
巻
八
、
希
宵

「
金
剛
経
讃
し

次
に
、
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
に
あ
る

「
天
孫
之
岳
」
「帝
子
之
星
」
と

い
う
対
を
み
て
い
こ
う
。

・
天
孫
之
岳
不
驀
、
乾
坤
争
久
。
帝
子
之
星
弥
朗
、
興
日
月
倶
懸
。

（巻

一
「
公
家
被
供
養
東
寺
塔
願
文
し

。
伏
以
、
仁
和
在
納
言
、
出
自
天
孫
之
岳
、
長
於
帝
子
之
星
。
貞
節
過
人
、

雪
青
藍
羅
之
梁
竹
、
官
品
知
世
、
煙
紫
羅
衣
之
秦
松
。



（巻
三

「奨
学
院
し

天
孫
と
帝
子
は
、
天
子
の
子
孫

・
皇
族
を
指
し
て
い
う
。
ま
た
、
天
孫
が

泰
山
、
帝
子
が
織
女
星
と
い
う
意
味
を
も
表
し
て
い
る
た
め
、
「
天
孫
之
岳
」

「帝
子
之
星
」
と
い
う
表
現
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
示
し
た
よ
う
に
、

・
星
陳
帝
子
、
嶽
列
天
孫
。
義
光
帯
砺
、
象
著
乾
坤
。

「
全
唐
詩
』
歌
諸
王
第
七
）

唐
詩
は

「
天
孫
」
「帝
子
」
の
対
が
成
さ
れ
、
帝
王
の
血
統
を
引
き
継
ぐ
高

貴
な
皇
族
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
唐
文
の
例
を
次
に
掲
げ
る
。

・
帝
子
之
星
、
憑
紫
澪
而
啓
耀
。
天
孫
之
嶽
、
峙
青
路
而
摘
光
。

「
文
苑
英
華
』
巻
四
四
四
、
上
官
儀

「
詔
冊
殷
王
為
軍
干
大
都
督
文
し

・
乾
垂
帝
子
之
星
。
坤
列
天
孫
之
嶽
。

「
全
唐
文
』
巻
九

一
三
、
承
遠

「
大
唐
□
□
寺
故
比
邸
心
法
碗
法
師
碑

文
し

傍
線
部
の
表
現
は
、
匡
房
が
用
い
た

「
天
孫
之
岳
」
「
帝
子
之
星
」
の
語
と

全
く

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
表
現
は
、
唐
詩
で
は
な
く
唐
文

に
基
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
、
『
江
都
督
納
言
願
文
集
』
の

一
部
の
語
彙
を
対
象
と
し
て
調
査
を

試
み
た
が
、
そ
の
結
果
、
匡
房
の
願
文
の
中
に
、
唐
文
に
基
づ
く
表
現
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
従

っ
て
、
「楚
越

の
竹
」
な
ど
の

語
、
及
び
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
上
皇
の
神
仙
表
現
が
唐
文
と
深
く
関
わ

っ

て
い
る
事
実
か
ら
み
れ
ば
、
匡
房
の
願
文
作
品
に
お
け
る
唐
文
の
存
在
も
無

視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

六
、
ま
と
め

最
後
に
、
も
う

一
つ
考
え
た
い
の
は
、
な
ぜ

「楚
越
の
竹
」
と
い
う
語
が
、

『続
本
朝
往
生
伝
』
で
は
殺
生
の
業
と
い
う
悪
行
の
喩
え
に
、
願
文
で
は
善

根
を
称
揚
す
る
た
め
に
と
、
使
い
分
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
八
四
段
に
、

博
士
の
才
あ
る
は
、
め
で
た
し
と
い
ふ
も
を
ろ
か
な
り
。
…
…
願
文
、

表
、
も
の
の
序
な
ど
作
り
出
し
て
、
ほ
め
ら
る
ゝ
も
、
い
と
め
で
た
し
。

と
あ
り
、
願
文
を
述
作
す
る
こ
と
は
博
士
の
才
と
し
て
見
な
さ
れ
る
。
ま
た
、

二

一
一
段
に
、

書
は
、
文
集
、
文
選
…
…
願
文
、
表
、
博
士
の
申
文
。

と
あ
り
、
願
文
は
平
安
朝
に
お
い
て

一
流
の
文
学
作
品
と
し
て
認
識
さ
れ
る

こ
と
が
看
取
さ
れ
る
（注
１０
×

現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
古
典
襲
用
の
繰
り
返

し
や
規
範
に
東
縛
さ
れ
た
願
文
を
、
没
個
性
と
批
判
し
が
ち
に
陥
る
の
だ
が
、

彫
心
銭
骨
の
文
飾
や
秀
句
を
鎮
め
た
文
章
こ
そ
が
平
安
朝
人
の
喝
果
を
博
す

る
。
そ
し
て
当
然
、
願
文
の
述
作
を
依
頼
さ
れ
る
人
物
は
、
当
代
を
代
表
す

る

一
流
の
文
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
匡
房
の
願
文
作
品
が
百
二

十
篇
ほ
ど
現
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
彼
の
願
文
の
執
筆
に
対
す
る
熱
意

が
窺
え
る
だ
ろ
う
。

『続
本
朝
往
生
伝
』
は
、
往
生
人
の
生
涯
を
記
す
伝
記
で
、
簡
明
平
易
の

文
章
が
要
求
さ
れ
る
の
に
対
し
、
願
文
は
究
極
の
装
飾

・
彫
琢
を
競
う
群
優

文
で
仕
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
匡
房
は
、
唐
文
で
し
か
使
わ
れ
な
か

っ

た
表
現
を
願
文
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
唐
人
が
撰
し
た
章
句

11



を
秀
句
の
典
範
と
し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「楚
越
の
竹
」
と
い
う
語
は
、
人
の
善
行
を
称
揚
す
る
た
め
の
比
喩
と
し

て
は
、
日
本
で
も
中
国
で
も
決
し
て
馴
染
ま
れ
た
表
現
で
は
な
い
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
匡
房
は
、　
一
流
の
文
学
と
さ
れ
、
大
勢
の
公
卿
貴
族
の
前
で
披

露
さ
れ
る
願
文
に
、
こ
う
し
た
表
現
を
用
い
た
。
匡
房
に
と

っ
て
、
燦
爛
た

る
文
学
の
高
峰
を
築
き
上
げ
た
唐
代
の
文
人
と
、
共
通
し
た
言
葉
を
駆
使
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
初
め
て
唐
人
と
同
じ
文
学
空
間
を
享
受
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
し
て
、
典
故
や
故
実
を
重
視
す
る
学
術
詩
文
の
世
界
で
、
他
人

が
知
ら
ぬ
遥
か
彼
方
に
あ
る
唐
土
で
生
ま
れ
た
表
現
を
用
い
た
こ
と
は
、
自

ら
の
才
学
を
誇
示
す
る
匡
房
の
心
理
の

一
端
を
も
伝
え
て
い
る
。

注
１
　
拙
稿

「貌
姑
射
に
住
む
上
皇
像
の
形
成
」
「
和
漢
比
較
文
学
』
３２
号
、

２００

。
２
）
及
び

「『江
都
督
納
言
願
文
集
』
と

『荘
子
』
「逍
遥
遊
Ｌ

（博
士

論
文
の
一
部
）
に
お
い
て
、
上
皇
の
神
仙
表
現
と
唐
文
の
関
係
に
つ
い
て
提

一小
し
た
。

２
　
後
藤
昭
雄
氏
の

「書
評
―
平
安
朝
人
は

『後
漢
書
』
を
い
か
に
よ
ん
だ

か
」
「
文
学
』
２００２

・
‐
月
２
月
合
併
号
）、
及
び
木
本
好
信
氏
の

「後
二
條

師
通
と
大
江
匡
房
」
「
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
２０
号
、
‐９８５

。

‐２
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

３

『太
平
記
』
巻
三
十
九

「神
功
皇
后
攻
新
羅
給
事
」
に

「南
山
の
竹
」
の

用
例
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
中
国
の
将
軍
が
書
い
た
詩
を
引
用
す
る
も

の
な
の
で
、
除
外
す
る
。

４
　
『
旧
唐
書
』
巻
十
五
に
は

「五
月
、
丁
酉
、
臣
上
誼
日
聖
神
章
武
孝
皇
帝
、

廟
号
憲
宗
」
と
あ
る
が
、
丁
西
は
四
月
二
十
六
日
の
日
付
で
、
五
月
と
あ
る

の
は
間
違
い
で
あ
る
。

５
　
羅
元
貞

『武
則
天
集
』
の
序
文
に
よ
る
。

６
　
矢
島
玄
亮

『
日
本
国
見
在
書
目
録
―
―
集
証
と
研
究
―
―
』
に
よ
る
。

７
　
「正
倉
院
日
名
子
文
書
の

「造
菩
薩
願
文
Ｌ

『遣
唐
使
と
正
倉
院
』
‐９９２

８

『東
域
伝
灯
目
録
』
興
福
寺
沙
門
永
超

「寛
治
八
年

（‐０９４
）
永
超
自
校
正

證
献
青
蓮
院
　
干
時
生
年
八
十

一
」
と
い
う
文
が
見
え
る
。

９
　
ま
た
、
唐
の
郊
廟
歌
辞
に
も

一
例
を
見
出
せ
る
。
「戎
車
盟
津
堰
、
玉
吊

塗
山
会
。
州
副
啓
祥
暉
、
剣
雲
巻
征
姉
。
」
（『
旧
唐
書
』
翌
日
楽
志
し

１０
　
平
安
朝
の
願
文
に
対
す
る
位
置
付
け
は
、
渡
辺
秀
夫
氏

「願
文
研
究
の
一

視
点
」
『平
安
朝
文
学
と
漢
文
世
界
』
‐９９５
勉
誠
社
、
や
小
峯
和
明
氏
の

『江

都
督
納
言
願
文
集
』
に
対
す
る

一
連
の
論
孜
に
詳
し
い
。

日
本
の
文
献
は
以
下
の
作
品
を
用
い
た
。
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は

（　
）
内

に
示
し
た
。
『続
本
朝
往
生
伝
』
『拾
遺
往
生
伝
』
（
日
本
思
想
大
系
）、
『経

国
集
』
（
群
書
類
従
し
、
『
明
文
抄
』
『類
書
の
伝
来
と
明
文
抄
の
研
究
し
、

『東
域
伝
燈
目
録
』
（大
正
新
脩
大
蔵
経
）、
『本
朝
文
粋
』
『枕
草
子
』
（新
日

本
古
典
文
学
大
系
）、
『続
本
朝
文
粋
』
（新
訂
増
補
国
史
大
系
）。

中
国
の
文
献
は
以
下
の
作
品
を
用
い
た
。
『呂
氏
春
秋
』
（上
海
古
籍
出
版

社
）、
『漢
書
』
『後
漢
書
』
『梁
書
』
『南
斉
書
』
『唐
文
拾
遺
』
『唐
文
続
拾
』

『
旧
唐
書
』
『宋
史
』
『冊
府
元
亀
』
『文
苑
英
華
』
（中
華
書
局
）、
『唐
大
詔

令
集
』
『東
坂
全
集
』
（
四
庫
全
書
し
、
コ
一国
志
』
公
口湾
商
務
印
書
館
）、

『全
唐
文
』
釜
口林
文
史
出
版
社
）

―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
修
了
―


